
 
 

 
 

第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 

及びパブリックコメントの実施について 

 

第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下、「第７期計画」という。）

について、策定に向けて、現行計画の実施状況や主な課題、施策の方向性等について

検討し、「介護保険運営協議会」での協議・検討を行ってきました。今回、第７期計

画の基本目標及び施策展開の方向性、パブリックコメントの実施について、説明しま

す。 

 

１ 第７期計画の基本目標及び施策展開の方向性について 

  資料１をご参照ください。 

 

２ パブリックコメントの実施について 

（１）市民意見募集期間 

   平成 29 年 10 月 31 日(火)～12 月 28 日(木) 

（２）意見募集及び周知方法 

  ア パブリックコメント  

計画素案をホームページに公表するほか、区窓口等で配布します。また、郵 

   便、ファクシミリ、電子メールで幅広く意見をいただきます。 

 イ 区民説明会の実施 

    区単位で計画素案の説明会（日程は裏面参照）を実施し、意見・要望等を直 

接伺います。その他、関係団体に説明し、意見を伺います。 

ウ 広報よこはまへの掲載（10 月号） 

意見募集の実施について周知します。 

 

３ 今後のスケジュールについて 

日 程 実施内容 

平成 29 年 10 月下旬  常任委員会（計画素案） 

計画素案公表 

10 月～12 月 計画素案による区民説明会の開催、パブリックコメント実施 

12 月 常任委員会（区民説明会、パブリックコメント実施状況報告） 

平成 30 年 １月～２月 計画原案のとりまとめ、介護保険料の推計 

     ２月 常任委員会（計画原案） 

     ３月 常任委員会（介護保険条例改正） 

計画策定、介護保険料の改定 

 

４ 添付資料  
  第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 基本目標及び施策展開の 

 方向性（資料１） 

健 康 福 祉 ・ 医 療 委 員 会 
平 成 2 9 年 ９ 月 1 4 日 
健 康 福 祉 局 

裏面あり  



【区民説明会日程（予定）】       
 

NO 開催日 曜日 区名 会場 定員

1 11/8 水 13:30 ～ 15:00 緑区 緑区役所　４AB会議室 90人

2 11/15 水 10:00 ～ 11:00 中区 中区役所　 ７階会議室 100人

3 11/17 金 13:00 ～ 14:00 保土ケ谷区 保土ケ谷区役所　本館　 401会議室 80人

4 11/17 金 14:00 ～ 15:00 磯子区 磯子区役所 　701・702会議室 100人

5 11/27 月 10:30 ～ 12:00 戸塚区 戸塚区役所　 ８階大会議室 120人

6 11/27 月 14:00 ～ 15:00 金沢区 金沢区役所　３階１号会議室 70人

7 11/28 火 10:00 ～ 12:00 青葉区 青葉区役所 　４F会議室 120人

8 11/28 火 14:00 ～ 15:00 南区 南区役所　701－704号会議室 200人

9 11/29 水 15:00 ～ 16:00 鶴見区 鶴見公会堂　講堂 500人

10 11/30 木 16:00 ～ 17:00 神奈川区 済生会神奈川県病院　地下会議室 100人

11 12/1 金 15:00 ～ 16:00 都筑区 都筑公会堂　講堂 600人

12 12/4 月 14:00 ～ 15:30 港南区 港南区役所　601・602会議室 100人

13 12/5 火 15:30 ～ 16:45 港北区 港北公会堂　１号室 84人

14 12/7 木 10:00 ～ 11:30 栄区 栄区役所　８・９号会議室 180人

15 12/13 水 13:30 ～ 15:30 旭区 旭公会堂　講堂 471人

16 12/13 水 16:00 ～ 18:00 泉区 泉区役所 　４ＡＢＣ会議室 111人

17 12/18 月 13:30 ～ 15:00 西区 西区役所　３階３AB会議室 100人

18 12/21 木 14:00 ～ 15:00 瀬谷区 瀬谷区役所　大会議室 80人

時間

 
※説明会日程は変更になる場合があります。  



地域包括ケアの花を咲かせよう！地域の輪とつながろう！ 

【横浜型地域包括ケアシステムの構築について】 
 本市では、平成27年３月に策定した「第６期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、2025年までに「横浜
型地域包括ケアシステム」の構築を進めることとし、「地域包括ケア計画」として位置付けました。 
 さらに、平成29年３月に策定した「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた行動指針（市版）」において、2025年に向け

て、本市の地域包括ケアシステムの目指す姿や分野別の取組項目等を明確にするとともに、平成29年度中には、18区ごとに
区版行動指針を策定予定であり、地域の実情や特性に応じた区の戦略を立てることで、システム構築に向けて、関係者間で方
向性を共有し、きめ細かく取り組んでいきます。 

 地域包括ケア研究会（厚生労働省）が提示した、地域包括ケアシステムの構成要素を示す植木鉢をかたどった模式
図を、第7期計画の目指す方向性を基に、横浜型地域包括ケアシステムにアレンジしたものを新たに作成しました。 

横浜型地域包括ケアシステムの“植木鉢” 
【第７期計画について】 
 市町村は、老人福祉法第20条の８に基づく老人福祉計画及び介護保険法第117条に基づく 介護保険事業
計画を一体のものとして策定することが義務づけられています。横浜市では、  「高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画」をこれに位置づけています。 
 第7期計画は、2025年問題の解決に向けて具体的かつ実効性のある施策を盛り込んだ「アクションプラン」 
として策定します。 
 計画期間は、平成30年度～32年度の３か年計画です。 
 この計画に基づき、３か年の第１号被保険者（65歳以上高齢者）の介護保険料の水準を決定します。 
   （参考） 第６期（27～29年度）保険料基準月額 5,990円 
       第５期（24～26年度）保険料基準月額 5,000円  

  「施設・住まい」は地域での生活基盤を成す“植木鉢”に、「施設・住まい」で生活を構築するための「地域づくり（介
護予防・健康づくり、社会参加、生活支援）」は養分を含んだ“土”に例えました。 
 養分を含んだ土壌の上には、「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」の３枚の葉が、専門職による

サービス提供として表現され、茎でつながり、連携することでそれぞれ重要な役割を果たすことになります。 
 また、「人材の確保・育成」が“水”として“葉”や“土”に与えられることで、枯れることなく育っていきます。 
 さらに、これらの植木鉢と土、葉、は「本人の選択と本人・家族の心構え」の“受け皿”の上に成り立っています。 
 各要素が相互に関係しながら、包括的に提供されることで、2025年までに地域包括ケアの“花”を咲かせることを目
指します。 

【2025年における高齢者の状況】 

第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(平成30年度～32年度)の基本目標及び施策展開の方向性について 

２０２５年度 ２０１８年度 

資 料 １ 
健 康 福 祉 ・ 医 療 委 員 会 
平 成 2 9 年 ９ 月 1 4 日 
健 康 福 祉 局 

【横浜型地域包括ケアシステムの特徴】 
① 横浜市の地域福祉推進の中核を担う「地域ケアプラザ」を中心として、地域の特性に合致したきめの細かい取組を推進 

                                                             〔第７期計画 基本的な方向Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ〕 

② ＮＰＯやボランティア活動など活発な市民活動と協働し、多様な担い手による多様なサービスを展開 〔第７期計画 基本的な方向Ⅰ〕 

③ 健康寿命日本一を目指し、健康づくり・介護予防に重点的に取り組む 〔第７期計画 基本的な方向Ⅰ〕 
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○ 施設や関係団体等と連携し、多様な人材の活用等の取組を  
 さらに推進 
○ 人材の定着支援や育成のため、介護現場のニーズを把握し 
 つつ、効果的な取組を検討 

５ 若年性認知症の支援 
 ・支援ツールの作成、支援者向け研修の実施 

○ 認知症サポーターの活動促進のための仕組みづくり 
○ ICT活用も含めた見守りツールの導入に向けた検討 

○ 利用できる支援制度・サービス情報の活用及び支援者との 
   連携 

○ 各サービスの稼働状況の把握と、改善点を含めた、今後の 
 進め方の検討 
 

○ 地域のニーズや社会資源を把握し、自治会町内会・ボラン 
 ティア団体NPO・社会福祉法人・民間企業など多様な主体と 
 連携した事業推進 
○ 2025年を見据えた地域に必要な生活支援サービス・活動を 
 創出・継続・発展させるための具体的な取組みの推進 

○ 需要増に向けた特別養護老人ホームの施設整備量や整備手法を  
 検討 
○ 医療対応促進助成は効果検証をしたうえで、見直しを含め検討 
○ 認知症高齢者グループホームのニーズ増加に備え整備量を検討                  
                                       ［再掲］ 

○ 特定施設の指定対象の拡大を含め、整備数の確保を検討 
○ 多世代地域交流型住宅は、区局で連携して支援 
○ 多様なニーズに対応するため、サービス付き高齢者向け住宅の 
 普及や質の確保を検討 

○ 相談件数の急増に対応するため、さらなる機能拡充について 
  検討 

○ 各取組・分野をつなぐ横断的な仕組みづくりを推進する。社会福祉 
 施設・企業・NPO等との協働によって、新たな担い手を開発・拡充 
○ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業は、対象者への日常的 
 な見守りや的確な支援につなげられる仕組みづくりを、さらに検討 
○ 成年後見制度は、制度を円滑に利用できる方策や、後見人等候補者 
 の確保、地域包括支援センターとの一層の連携等について検討 
○ 福祉のまちづくりの普及・推進は、制度内容・対象者等を検討しつつ、  
 社会福祉協議会や民間事業者、市民団体等との連携が必要 

○ 認知症の方や家族が参加しやすい、地域の居場所づくり 
 相談・支援につながっていない介護者の把握 〔再掲〕 
○ 多様な介護者ニーズに対応した支援策の検討 

○ 集団指導講習会や実地指導において、法令等の周知や指導を進め 
 る。外部委託による実地指導について、対象サービスの拡充を図る等 
 効率的・効果的な指導監査体制の構築 

○ 事業所の運営に関する相談・通報に対する迅速な対応 
○ 中立・公正な第三者機関に相談できる体制の維持 

○ 市版指針について、第７期計画に反映し、地域包括ケア実現に 
 向け具体的な施策を計画に盛り込み、推進 
○ 区版指針の策定・推進を通して、区域における関係者間の意識 
 の共有を図る。多職種が連携した一体的なケアが提供できる 
 仕組みを実現 

○ 適切な介護事業者の選択に役立つ広報媒体の充実と、更なる周知 
○ 外部評価受審の徹底のための事業者連絡会等における更なる働きかけ 

２ 在宅生活を支援するサービスの充実 
 ・介護保険給付以外のサービスの提供 

○ 認知症の容態に応じた切れ目のない医療・介護等の提供に 
 向けた体制の構築。医療・介護の専門職の認知症対応力の向上 

○ 在宅医療の需要の増加に向けた、在宅医療連携拠点の相談支援  
 機能のさらなる強化、拠点と地域包括支援センターとの連携強化 
○ 医師会等との連携による、在宅医療に携わる人材の量的・質的な 
 確保。 医療機関と在宅医療・介護関係者との連携強化 

○ 歩いて行ける場所に元気づくりステーションの活動の立ち上げ 
○ 元気づくりステーションが地域の介護予防活動の核となり、 
 介護予防の必要性や効果を地域に発信し、虚弱になっても参 
 加できる活動となるよう支援 
○ 介護予防の活動を推進する地域人材の発掘及び育成支援 
○ リハビリ専門職の確保及び区役所とリハビリ専門職の連携 
 強化 
○ 介護予防の必要性について、市民理解の促進 

○ 認知症の方や家族が参加しやすい、地域の居場所づくり 
 相談・支援につながっていない介護者の把握 
○ 本人や家族の視点に立った支援 

１ 健康寿命日本一を目指した健康づくり  
 ・よこはま健康スタイル 
 ・よこはま健康アクション 

第６期計画の基本目標と基本的な方向、及び第７期計画に向けた主な課題 

生涯現役社会の実現に向けた高齢者の活躍できる地域づくりと、 
住み慣れた地域で自分らしく日常生活を営むことができる横浜型地域包括ケアシステムの展開 

【第６期計画 基本目標】 

【第６期計画の基本的な方向と主な取組】 

１ 地域包括支援センターの機能強化 
 ・地域包括支援センターの機能の充実 
 ・地域ケア会議の推進 

○ 在宅医療・介護の連携強化とサービスの充実 

○ 認知症施策の推進 
１ 認知症高齢者の早期診断・早期対応に向けた 
 体制整備 
 ・認知症初期集中支援チームの設置 
 ・認知症ケアパスの作成・普及 

○ 生活支援サービスの充実 
１ 予防給付（訪問介護・通所介護）の 
 円滑な地域支援事業への移行 
 ・サービスの類型化 
 ・サービス利用の流れの構築 

２ 地域の資源を生かした多様なサービス 
 の充実 
 ・生活支援コーディネーターの配置、協議体の設置 

１ 状況に応じた施設や住まいの整備 
 ・特別養護老人ホームの整備や適切な入所の 
 ための仕組み 
 ・その他施設・居住系サービス 
 ・多世代が居住する高齢者住まいの供給促進 

２ 高齢者施設や住まいに関する相談体制 
 の充実と情報提供 
 ・高齢者施設・住まいの相談センターの整備 

１ 地域包括ケアシステムの構築を進める 
  地域づくり 
 ・地域福祉保健計画の推進 
 ・ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業 
 ・高齢者の権利擁護の取組 
 ・高齢者にやさしい安心のまちづくり 

２ 介護人材の確保及び資質の向上 
 ・介護職場への就業支援 
 ・将来の介護人材育成 

３ 介護者に対する支援の充実 
 ・介護者の集い 

４ 市民に分かりやすい情報の公表と発信 
 ・介護サービス情報の公表 
 ・介護サービス等の評価 

５ 介護サービスの適正な量の提供及び質の確保 
 ・介護給付費適正化の推進 
 ・介護保険事業者に対する指導・監査 

６ 苦情相談体制の充実 
 ・苦情相談対応の充実 
 ・横浜市福祉調整委員会事業 

【第７期計画に向けた主な課題】 
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【第６期計画の基本的な方向と主な取組】 【第７期計画に向けた主な課題】 

○ 日常生活の中で楽しみながら継続的に健康づくりに取り 
 組むことができる取組を引き続き推進。働く世代を中心と 
 したより広い世代への働きかけ 
○ 行動変容につなげていくためのきっかけづくりや、事業の 
 対象の拡大、関係機関と連携した効果的な取組の検討 

４ 地域で見守り、支え合う体制の構築 
 ・認知症キャラバン・メイト、認知症サポーターの 
  養成 
 ・ネットワークを生かした体制づくり 

○ 「よこはまシニアボランティアポイント事業」の登録者数や活動対 
 象施設の拡大。登録後、活動につながっていない方への働きかけ 
○ 就業や社会参加の意欲を持つ高齢者が、能力や経験を活かし、 
 地域貢献することができる「生きがい就労」の推進。「生きがい就労 
 支援スポット」の機能充実・強化 
○高齢者の活躍の場を、ボランティア活動や子育て支援、介護分野 
 など、幅広い分野へ拡大 

２ 介護予防の取組推進 
  ・元気づくりステーション事業 
  ・地域リハビリテーション活動支援事業 

３ 地域社会で活躍・貢献できる場や機会 
  づくりとマッチング支援の推進 
  ・よこはまシニアボランティアポイント事業 
  ・いきいきシニア地域貢献モデル事業 
  ・高齢者の就業支援 

○ 地域ケアプラザ職員間の連携や、在宅医療連携拠点を 
 はじめとした専門機関との連携の強化 
○ 自立支援に資するケアマネジメントを基本に、地域ケア会議 
 を通じた地域課題の共有、資源開発や政策形成 

３ 医療ニーズ対応や24時間対応可能な 
  地域密着型サービスの推進 
 ・小規模多機能型居宅介護及び看護小規模 
    多機能型居宅介護 
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 ・認知症対応型共同生活介護 
  （認知症高齢者グループホーム）  

４ 在宅医療を担う医療機関の確保や医療と介護 
    の連携強化 
 ・在宅医療連携拠点 
 ・在宅療養連携の推進 

○ 国の動向や他都市の状況、民間事業者等によるサービスの 
 多様化も踏まえつつ、今後のあり方を検討 

○ 在宅要介護者の増加に備え、ニーズに合った小規模多機能 
 型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の整備量を 
 検討し、利用率の向上を図る 
○ ニーズに合った定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備 
 量を検討。さらなる利用率の向上のため、市民やケアマネジャ 
 ーへの周知を図る 
○ 認知症高齢者グループホームのニーズ増加に備え整備量を 
 検討 

○ 認知症初期集中支援チームを30年度末に全区設置し、事業 
 をより周知する。チームが効果的に活動できるよう、関係機関 
 等との連携体制を構築 
○ 認知症予防について効果的な施策を検討 

２ 認知症疾患医療センターを中心とした認知症 
 医療体制の充実 
 ・認知症疾患医療センター 

３ 認知症の人と家族が共に安心して過ごせる 
    居場所づくりや介護者支援の充実 
 ・地域の居場所づくりや介護者の集い 
 ・相談体制の充実 
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○横浜型地域包括ケアシステムの構築に 
 向けた行動指針の策定 

２ 



 誰もが、いくつになっても、その人に合う役割を持ち、地域
の担い手となることができるよう、「介護予防・健康づくり」、
「社会参加」、「生活支援」を一体的に推進し、健康寿命日本
一につなげます。 
 地域共生社会に向け、多様な主体が連携した包括的な支
援体制により、活動や支援が充実した地域づくりを進めます。 
 

「第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成30年度～平成32年度）」の施策体系と2025年（平成37年）の目指す将来像 
基本目標と基本的な方向等 主な施策展開 
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 要介護高齢者や、認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の
大幅な増加が見込まれる中で、多様なニーズに対応し、
個々の状況に応じた「施設・住まい」の選択を可能とするた
め、必要量を整備します。 
 また、施設・住まいに関する相談体制の充実を図り、個々
の状況に応じたサービスが選択できるよう支援します。 

 医療・介護が必要になっても地域で安心して生活できる
よう、在宅生活を支える介護、医療、保健・福祉の充実を
図ります。 
 また、医療・介護の連携など、多職種連携の強化を進め、
利用者の状況に応じた必要なケアを、一体的に提供する
ことができる体制の構築を進めます。 

Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して 

Ⅱ 地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して 

Ⅳ ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 

Ⅴ 安心の介護を提供するために 

Ⅵ 地域包括ケア実現のために 

基本的な方向 

 増大する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安
定的に供給するため、①新たな介護人材の確保、②介護
職員の定着支援、③専門性の向上を３本柱として総合的
に取り組みます。 

Ⅲ 認知症にやさしい地域を目指して 

 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れたよ
い環境の中で暮らし続けられる地域づくりを目指します。 
 認知症の人やその家族のニーズを踏まえ、本人の状態に
応じて適切な支援が受けられるよう、医療・介護サービスの
適切な提供、連携を推進するとともに、地域の見守りやイン
フォーマルサービス等も含めた切れ目のない支援体制の
構築を進めます。 

基
本
目
標 

１ 介護予防・健康づくり ２ 社会参加 ３ 生活支援 

◇ よこはまウォーキングポイント 
  事業等を活用した運動習慣の 
  定着化と継続、「働き・子育て 
  世代」からの健康づくり 等 
◇ 元気づくりステーションの拡充 
 

◇ シニアの活躍の場の創出 
  〔よこはまシニアボランティアポイント事業の拡充、生きがい就労支援スポット〕 
◇ 高齢者の就業支援〔シニア起業家の支援、シルバー人材センター 等〕 
◇ 参加機会の充実〔敬老パス、老人クラブ、老人福祉センター、ふれーゆ 等〕 
◇ 高齢者の地域活動・ボランティア等への担い手としての参加 

◇ 地域活動グループへの支援 
◇ロコモ・フレイル予防の推進 
◇ 介護予防と健康づくりの連携強化 
◇ 自立を支援するための介護 
  予防ケアマネジメントの推進 

 高齢者が地域の活動に積極的に参加するとともに、地域
の担い手としても活躍できる環境の整備を進め、さらに社会
参加が介護予防・健康づくりにつながる仕組みづくりを推進
します。 

 どのような心身の状況であっても、地域の中で介護予
防や健康づくりに取り組める環境が整い、自分らしく健
康で生きがいのある生活を送ることができる地域づくり
を推進します。 

◇ 地域のニーズや社会資源の把握・分析 
◇ 必要な活動・サービスの創出・継続・発展 
  （住民主体による活動の支援 等） 
◇見守り・ささえあいの地域づくり 
◇ 多様な主体間の連携体制の構築 

１ 在宅介護・リハビリテーション ２ 在宅医療・看護 

◇ 在宅生活を支えるサービスの充実 
  〔介護保険サービス・保険外サービス〕 
◇ 24時間対応可能な地域密着型サービスの推進 
  〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型  
  居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の整備 等〕 
◇ リハビリテーションの充実（通所介護、通所リハ、訪問リハ 
 における機能訓練の充実） 

◇ 利用者の状況に合わせたケアマネジメントの実践と多職種及び地域  
    との連携 〔地域ケア会議・ケアマネジメントスキルの向上 等〕 

 在宅生活を支えるサービスの充実とともに、特に24時間 
対応可能な地域密着型サービスの整備・利用を推進します。 

 医療・介護が必要な場面に応じて適切なサービスを提供する
ため、在宅医療連携拠点を軸とした医療介護連携の強化と、人
材の確保・育成等の在宅医療提供体制の構築を推進します。ま
た、在宅医療や人生の最終段階に係る市民理解の促進のため
の普及・啓発を進めます。 

◇在宅医療連携拠点・地域包括支援センター・行政による在宅医療介護 
  連携の強化 〔在宅医療連携拠点の相談内容分析、病院と地域にお 
  ける医療情報の共有シート・マップの拡大 等〕 
◇在宅医療を担う医師の養成研修等の実施、在宅医療を支える専門職  
  の質の向上 等 

３ 保健・福祉 

４ 医療・介護・保健福祉の連携 

 地域ケアプラザの機能強化や本人の自己 
決定の支援等に取り組みます。 

◇ 地域ケアプラザの総合相談などの機能強化 
◇ 一人暮らし高齢者等への見守り･支援 
◇ 本人の自己決定支援 
  〔権利擁護・終活・エンディングノート・リビングウィル〕 
◇ 社会福祉法人の地域貢献、民間活力の活用  
◇ 介護者に対する支援の充実 

１ 市民理解・地域づくり 

◇ 認知症に関する市民理解の推進 
  〔認知症サポーター・キャラバンの 
   充実 等〕 
◇ 介護者支援の推進 

２ 予防･早期診断･対応、医療・介護連携 

◇ 認知症の早期診断・早期対応に向けた体制の強化〔認知症初期集中支援チームの設置・運営 等〕 
◇ 認知症予防対策に関する効果的な施策の検討 
◇ 認知症の容態に応じた医療・介護等の提供体制の構築 
  〔認知症疾患医療センター、認知症対応力向上研修 等〕 

 全区に認知症初期集中支援チームを設置するとともに、認知症予防活動の 
推進等を行います。また、認知症疾患医療センターを中心とした、医療・介護連携を 
推進し、認知症の容態に応じた医療・介護等の提供体制を強化します。 

１ 個々の状況に応じた施設・住まいの整備・供給 ２ 相談体制・情報提供の充実 

◇ 特別養護老人ホーム等の整備 
◇サテライト型特別養護老人ホームの整備 
◇認知症高齢者グループホームの整備、有料老人ホーム等の指定 
◇ サービス付き高齢者向け住宅の特定施設化 
 

◇ 施設・住まいの相談体制や情報提供の充実 
◇ 新たな住宅セーフティネット制度の取組の推進  

◇よこはま多世代地域交流型住宅の整備 
◇ 介護医療院への円滑な転換 
◇ ユニットケア・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑケアの推進 
◇医療対応促進助成の実施 
 

 重度の要介護者向けの施設や要介護者にも対応した住まい、多様なニーズに対応できる 
施設・住まいなど、必要量に応じて整備します。特に、介護需要の増大に対応するよう施設 
の整備量を加速します。 

 民間住宅事業者の実施する相談拠点との連携や、地域ケアプラザなどの
市民利用施設を活用するなど、総合的な住宅相談や情報提供を高齢者等の
身近な場所で行うことができる仕組みづくりを進めます。 

１ 新たな介護人材の確保 2 介護人材の定着支援 3 専門性の向上 

 介護現場の中核を担う人材の育成や各種専門資格の取
得支援、専門性向上のための研修実施や多職種との連携
などにより、介護人材の専門性を高める取組を推進します。 

 中高年・高齢者、外国籍等市民など多様な人材
の活用とともに、高校生など将来を見据えた介護人
材の確保に向けた取組を推進します。 

 働きやすい職場づくりや介護職員の負担軽減等に
つながるよう介護職員の定着支援を推進します。 

◇ 資格取得と就労の一体的な支援、住居確保の検討 
◇ 高校生の就職準備支援 

◇ 介護ロボット（移乗サポート、センサー付きベッド 等）導入等 
  による負担軽減 
◇ 経営者向け研修 

◇ 質の向上セミナー 
◇ 医療・介護に関わる専門機関を中心とした多職種による研修 

◇ 市民に分かりやすい情報の公表と発信 
◇ ＩＣＴの活用（介護保険データ等の分析・活用 等） 

◇ 指導・監査の強化（介護事業所・介護施設 等） 
◇ 給付の適正化 

◇ 苦情相談体制の充実 
Ⅶ 介護サービス量等の見込み・保険料の設定等 

◇ 介護保険給付の見込み                                     ◇ 負担能力に応じた第１号保険料の設定と                         ◇ 平成37年度(2025年度)の介護需要等の見込み  
                                                      介護保険サービス利用者負担の軽減                             と保険料水準の推計  

 市民に分かりやすい情報の発信など、横浜型地域包括
ケアシステムを支える基盤整備を進めます。 

 一人ひとりができることを大切にしながら、 
多様な主体が連携・協力し、必要な活動や
サービスが得られる地域づくりを推進します。 

 利用者の状況に合わせて医療、介護、保健福祉が一体的に提供できるよう、多職種連携・地域との連携を
強化し、包括的・継続的なケアマネジメントを推進します。 

 認知症に関する正しい知識を普及し、市民理解を深めるとともに、本人や介護者の多
様なニーズに応じた支援の充実など、認知症の人を含む高齢者が自分らしく暮らし続け
られる地域づくりを推進します。また、若年性認知症の人や家族の支援に取り組みます。 

◇ 認知症の人を含む高齢者が自分らしく暮らし続けられる 

 地域づくりの推進 〔見守りツール等、認知症カフェ、認知症
サポーターの活動促進 等〕                  
◇ 若年性認知症の人への支援の充実 

  地域で支え合いながら、介護・医療が必要になっても安心して生活でき、 
                           高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができる 

横浜型地域包括ケアシステムの
2025年の将来像 ３ 
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